
※ 定 休 日：日 曜 日

営 業 時 間 9：00～18：00
祝 日 9：00～12：00

生ワクチン
生涯１回まで

１回につき4,000円

不活化ワクチン
生涯２回まで

１回につき10,000円

接種ワクチン
助成回数
助成上限額

９/10
月額54,000円

月額10,000円

１人につき90,000円

10/10

（１）訪問介護
（２）訪問入浴介護
（３）福祉用具貸与
（４）福祉用具購入

（５）介護支援専門員によるマネジメント
　　（ケアプラン作成など）

対象サービス 助成割合 助成上限額

　帯状疱疹の発症率を低減させ、重症化を予防することを目的として、予防接種にかかる費用の一部を助成します。接種
を希望する人はワクチンの効果や副反応をご理解のうえ、接種を受けてください。

【助成対象者】
　接種を受ける日および申請日に養老町に住民登録があり下記に該当する人
　・令和６年４月１日以降の接種であること
　・予防接種を受ける日に50歳以上の人
　
【助成回数および助成上限額】
　接種ワクチンの種類により、下記表を限度として助成します。

帯状疱疹予防接種費用の助成を開始しました

　本町における再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、太陽光発電設備等の設置に対して
設置費用の一部を補助します。
　太陽光発電設備等設置費補助に関する詳細、提出書類の様式などは町ホームページに掲載してあります
ので、申請前に必ず内容をご確認ください。
　ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

養老町太陽光発電設備等設置費補助金について

　介護保険制度などの対象にならない若年がん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができ
るよう、在宅療養にかかる費用の一部を助成しています。
●対象者　①～⑤の要件をすべて満たす人が対象となります。

●ご利用の流れ　
①利用申請（町⇔申請者）
　・利用者は下記の必要書類を町保健センター窓口に提出してください。
申請内容の審査完了後、町から利用決定通知書を郵送します。（助成要件を満たさない場合、利用却下通知書を郵送
します）

②サービス利用と支払い（申請者⇔事業者）
・利用決定を受けた場合、利用者自身で介護事業者やケアマネジャー事業所（以下「サービス提供事業者」という）と
契約などを行い、サービスの利用を開始してください。
　申請書の提出があった日の属する月の１日までさかのぼって助成の対象とすることができます。
・サービス提供事業者から請求された全額を事業者にいったんお支払いください。その際、領収書と利用内容が確認で
きる明細書（利用日・内容・回数・金額が確認できるもの）を必ず受け取ってください。

③助成金の請求と交付（町⇔申請者）
・利用者は、下記の書類を町保健センター窓口に提出してください。※サービスを利用した日から１年以内に請求して
ください。

・請求内容の審査完了後、町から助成金交付決定通知書を郵送し、請求時に指定された口座に助成金を振り込みます。
（助成要件を満たさない場合、助成金交付却下通知書を郵送します）

※利用者負担は１割相当額です。生活保護世帯に属する人は利用者負担相当額を町が負担します。
　助成上限額を超えた額は全額利用者負担です。
※助成金は償還払いとなります。サービス利用料はいったん全額を事業者にお支払いください。
※生活保護世帯に属する人は助成上限額を助成割合で除した額を町が助成します。
※助成対象経費は、県知事または町長が指定した事業者が提供するサービス、または介護保険法の指定事業者と同等の
サービスの提供が可能であるなど、町長が特に認めたものに限ります。

●助成の対象となるサービス・助成金額

①申請時および利用時に町内に居住し、住民登録している人
②サービスの利用時に40歳未満の人
③がん患者（医師から一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態であることが確認された
在宅療養を行う末期のがん患者）
④他の公的支援制度により同様のサービスを受けることができない人
⑤町税に未納がない人

提出書類　①養老町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書
　　　　　②医師の意見書（町の所定の書式）※意見書作成料は自己負担
　　　　　※①②の書類は、町保健センター窓口でお渡しします。

提出書類　①養老町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書
　　　　　　（※請求書は月単位又は複数月単位に取りまとめて提出）
　　　　　②領収書
　　　　　③サービス提供事業者が発行した利用内容が確認できる明細書
　　　　　④振込先が確認できるもの（通帳の写しなど）

養老町若年がん患者在宅療養支援事業を開始しました

※助成対象者のうち生活保護世帯に属する人は、事前に町保健センターへ申請していただくことにより、自己負担金が
全額免除されます。

【養老町内の医療機関で接種し、助成を受ける方法】
　医療機関の窓口に下記の書類を提出し、接種料金から助成上限額を差し引いた額をお支払いください。
　　①養老町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状（医療機関窓口にあります）
　　②本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）
　　※生活保護世帯の人は、養老町帯状疱疹予防接種負担金免除通知書をお持ちください。

【養老町外の医療機関で接種し、助成を受ける方法】
　助成金は接種後に払い戻し（償還払い）となります。接種を受けた後に下記の書類を提出し、払い戻しを受けてくださ
い。申請期限は接種した日の属する年度末までとなります。
　　①養老町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書（様式第４号）
　　②本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）
　　③領収書もしくはその他予防接種費用を支払ったことが分かる書類
　　④予防接種の予診票または予防接種済証の写し

■問■申 町保健センター　☎32-9025

■問■申 町保健センター　☎32-9025

■問 住民環境課　☎32-1104
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